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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月30日(2015.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  繊維長１０ｍｍ超１００ｍｍ以下の炭素繊維と熱可塑性樹脂とから構成され、炭素繊維
が開繊され、かつ実質的に２次元ランダムに配向しており、式（１）で定義される臨界単
糸数以上で構成される炭素繊維束（Ａ）について、繊維全量に対する割合が０Ｖｏｌ％超
３０Ｖｏｌ％未満であり、かつ炭素繊維束（Ａ）中の平均繊維数（Ｎ）が下記式（２）を
満たすことを特徴とする複合材料。
  臨界単糸数＝６００／Ｄ            （１）
  １．０×１０４／Ｄ２＜Ｎ＜２．５×１０４／Ｄ２            （２）
（ここでＤは炭素繊維の平均繊維径（μｍ）である）
【請求項２】
  複合材料における熱可塑性樹脂の存在量が、炭素繊維１００重量部に対し、５０～１０
００重量部である事を特徴とする請求項１に記載の複合材料。
【請求項３】
  複合材料における熱可塑性樹脂の存在量が、炭素繊維１００重量部に対し、１００～６
００重量部である事を特徴とする請求項２に記載の複合材料。
【請求項４】
  炭素繊維が、螺旋ナイフまたは分繊ナイフが配置されたロータリーカッターにてカット
されたものである請求項１～３のいずれか１項に記載の複合材料。
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【請求項５】
  炭素繊維束（Ａ）以外の炭素繊維として、単糸の状態の炭素繊維または臨界単糸数以下
で構成される炭素繊維束が存在する請求項１～４のいずれか１項に記載の複合材料。
【請求項６】
  炭素繊維束（Ａ）について、繊維全量に対する割合が３Ｖｏｌ％以上３０Ｖｏｌ％未満
である請求項１～５のいずれか１項に記載の複合材料。
【請求項７】
  炭素繊維の目付が３００～２０００ｇ／ｍ２である請求項１～６のいずれか１項に記載
の複合材料。
【請求項８】
  炭素繊維束（Ａ）以外の炭素繊維として、臨界単糸数以下で構成される炭素繊維束が存
在する請求項１～７のいずれか１項に記載の複合材料。
【請求項９】
　炭素繊維の平均繊維径Ｄが５μｍであり、炭素繊維束（Ａ）の平均繊維数（Ｎ）が４０
０～８００本である請求項１～８のいずれか１項に記載の複合材料。
【請求項１０】
　炭素繊維の平均繊維径Ｄが７μｍであり、炭素繊維束（Ａ）の平均繊維数（Ｎ）が２０
４～４００本である請求項１～８のいずれか１項に記載の複合材料。
【請求項１１】
  請求項１～１０のいずれか１項に記載の複合材料から得られる厚みが０．２～１ｍｍの
成形品。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の複合材料から得られる、表面に炭素繊維の凹凸
が無い成形品。
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